
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

西そのぎ商工会（法人番号） 8310005002184  

時津町（地方公共団体コード）423084 

長与町（地方公共団体コード）423076 

実施期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

 
目標 

【定性目標】 

ⅰ．経営計画に基づいた小規模事業者の持続的発展 

ⅱ．経済動向や市場ニーズのフィードバックによる地域経済循環の改善 

【定量目標（５ヶ年）】 

ⅰ．売上増加事業者数：１５０者 

ⅱ．営業利益率３％以上増加事業者数：５０者 

ⅲ．創業・事業承継支援後の開業事業者数：５０者 

（事業承継による代表者変更を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業内容 

I.経営発達支援事業の内容 

３.地域経済動向の調査に関すること 

① 売上動向調査 

② 消費者需要実態調査 

４.需要動向調査に関すること 

① 地域内需要拡大事業者需要動向調査 

② 地域外需要開拓事業者需要動向調査 

５．経営状況の分析に関すること 

① 経営分析の実施・フィードバック 

６．事業計画策定支援に関すること 

① 事業計画等策定セミナーの開催 等 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

① フォローアップ支援の実施 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

① デジタル化推進セミナーの開催 

② ＳＮＳ、ＥＣサイト等活用支援 

③ 商談会等出展支援 

Ⅱ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

① 経営発達支援計画協議会の開催 

② 事業評価結果の公表／評価・見直し結果の事業への反映、進捗確認 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

① 外部講習会等への積極的参加・活用 

② 長崎県商工会連合会との連携によるＯＪＴの推進 

③ 職員ミーティングの改善 

④ 支援情報共有体制の整備 

連絡先 

西そのぎ商工会 

〒８５１－２１０５ 長崎県西彼杵郡時津町浦郷４２８-１４ 

ＴＥＬ：０９５－８８２－２２４０ 

E-mail：nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp 
時津町 産業振興課 

〒８５１－２１９８ 長崎県西彼杵郡時津町浦郷２７４－１ 

ＴＥＬ：０９５－８８２－３８０１ 

E-mail：sanshin.next@town.togitsu.nagasaki.jp 

長与町 産業振興課 

〒８５１－２１２８ 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷６５９－１ 

ＴＥＬ：０９５－８８３－１１１１ 

E-mail：sanshin@nagayo.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．目標  

 

（１）地域の現状及び課題  

①現状 

 

ⅰ．立地  

本商工会地域は長崎県西彼杵郡「時津町」及び「長与町」の２町を範囲とする。平成２０年

４月１日、「時津町商工会」「長与町商工会」の２商工会が新設合併し誕生した。 

２町は、長崎県の南部、大村湾の南端に位置し、県庁所在地である長崎市の北端と隣接して

いる。長崎市と、通勤・通学・買い物等で相互に人が行き来する一つの経済圏を形成している

など、長年ベッドタウンとして発達してきた。平成２８年１２月には、長崎市・時津町・長与

町の１市２町で長崎広域連携中枢都市圏連携協約が締結され、圏内の連携を深めている。 

 
Google map 
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（時津町）  

長崎市から約１０ｋｍの距離に位置しており、東西約７ｋｍ、南北約９ｋｍ、面積２０.９

４ｋｍ²である。長崎市のベッドタウンとして発展しながら、昭和４０年代から昭和６０年に

かけ時津港臨海工業地域への工場誘致により、製造業の町としても発展してきた。 

そして、長崎県の北部に位置する県内第２の都市である佐世保市と、長崎市中心部を結ぶ国

道２０６号線が時津町の中心部を通っており、その沿線には郊外型の大型店が多数進出してい

るため、近隣市町からの買い物客が多く来町している。 

  
ロードサイド（大型店） 
ながさき移住ナビ https://nagasaki-iju.jp/appeal/togitsu_town/ 

工業団地 
Google map 

 

（長与町） 

長崎市の中心部から約１０ｋｍ離れた位置に存在する。周囲を１００ｍ～４００ｍの丘陵に

囲まれており、東は諫早市、西は時津町、南は長崎市と接している。長与川が南から北へ流れ、

町の北に面する大村湾に注いでいる。 

かつては純農村地帯として柑橘栽培を主体に発展していたが、昭和４５年頃から長崎市街地

が北部へ伸びるに伴い住宅都市としての要素が高まり、長崎市のベッドタウンとして発展し、

人口が急増してきたが、高齢化や少子化等の影響もあり、２０１０年（Ｈ２２）をピークに、

減少傾向に移行しつつある。 

そのような中、長崎市からの玄関口となる町の南部を対象とし、４９．８ｈａ・１，３００

区画に及ぶ「高田南土地区画整理事業」の主な工事が令和７年３月に完了しており、さらに、

町庁舎や小・中学校、図書館、医療施設等が立地する町中心部に隣接した「嬉里・丸田地区」

においても、約８．５ｈａ・２１７区画の宅地造成が進められている（令和８年５月末・工事

完了予定）など、世帯・人口増加が期待される都市計画が実施されている。 

  
長与町 
長与町 HP https://webtown.nagayo.jp/list00105.html 

高田南土地区画整備事業 
長与町 HP  https://webtown.nagayo.jp/kiji0034348/index.html 
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（交通） 

交通体系は、長与町内をＪＲ長崎本線が走っており、４駅配置されているほか、路線バスも

両町に数多く乗り入れしている。公共交通機関の利用により、県庁所在地である長崎市の中心

部まで４０分程で着くことができる。 

道路網に関しては、長崎バイパスへ直結している川平有料道路が時津町、長与町両町に開通

しており、高速道への乗り入れが容易であることから、県内中央部や県外へのアクセスが良

い。一方で前述のとおり、近隣市町から大型店等への買い物客が多く来町されることもあり、

時間帯によっては交通量が非常に多くなるため、交通渋滞が発生する。 

現在整備・計画中の高規格道路の「西彼杵道路」の一部である『時津工区』部分が令和５年

２月に完成・供用となり、さらに連結する「長崎南北幹線道路」の整備が進むことにより、佐

世保市をはじめとした県北地域のみならず、長崎市中心部へのアクセス改善が期待されてい

る。また、時津港より長崎空港への高速船（約２５分）が就航しているため、県内他市町と比

較すると、空路へのアクセスにおいても優れている。 

以上を踏まえると、本商工会地域は、日本列島の最西端に位置する長崎県内においては、渋

滞が多い課題は有しているが、比較的交通アクセスに恵まれた地域であるといえる。 

 

ⅱ．人 口  

（これまでの人口の推移） 

１９７０年以降、２町ともに大規模な宅地造成により多くの団地が形成され、人口が爆発的

に増加した。その結果、管内の人口は、１９７０年の約２６，５００人から、１５年後の１９

８５年には５４，０００人を超え倍増、管内の人口が最大となった２０１０年には７２，００

０人を超え４０年で２．７倍まで増加した。 

その後、２０１５年、２０２０年と少子化、若年層の県外流出の影響により微減し、直近（Ｒ

５年度・両町統計資料）は管内で約６９，０００人と７万人を下回る状況となっている。 

 
【出典】統計資料（時津町、長与町） 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

19
70

(S
45

)

19
75

(S
50

19
80

(S
55

)

19
90

(S
60

)

19
90

(H
2)

19
95

(H
7)

20
00

(H
12

)

20
05

(H
17

)

20
10

(H
22

)

20
15

(H
27

)

20
20

(R
2)

20
23

(R
5)

時津町 ⻑与町



４ 
 

 

（今後の人口の予測） 

２０２０年に７０，０００人を超えていた人口も、今後少子化、若年層の都市部への流出に

より、これから２５年後の２０５０年には、２０２３年と比較し約２９．３％減少と５万人を

下回り（約４９，０００人）、さらに、下図のとおり「生産年齢人口」と「老年人口」が肉薄

するなど、高齢化率も加速する推計となっている。 

 

西そのぎ商工会管内（時津町、長与町）人口の予測 

 
【出典】地域別将来推計人口（令和 5（2023）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 
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ⅲ．産 業  
 

ア．事業所数の推移及び特徴 

当地区の商工業者は、この５年間で１４４社減少している。内訳は、時津町△５４社（△３．

９％）・長与町△９０社（△７．８％）と長与町の減少幅が大きい。 

業種別に見ると、「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」の減少数が多い一方、「不動

産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」は増加している。 

人口の推移でも述べたとおり、管内で加速している高齢化は、事業所の代表者においても同

様に推移しており、後継者不在もあいまって廃業が増加傾向にある。 
 

西そのぎ商工会管内の産業分類別事業所数 

 
【出典】経済センサス活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 

 

 参考までに、商工会独自で実施している実態調査結果によると、商工業者△３０社（△１．

５％）に対し、小規模事業者△２２１社（△１１．９％）と小規模事業者の減少幅が大きく、小

規模事業者数をいかに維持していくかが地域内の大きな課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

【出典】商工会実態調査 

 

 

 

 

２０１６
（Ｈ２８）

２０２１
（Ｒ３）

対⽐
（Ｒ３−Ｈ２８）

商⼯業者 2,026 1,996 △ 30
⼩規模事業者 1,857 1,636 △ 221

会員数 1,020 1,006 △ 14
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イ．業種別付加価値額・労働生産性 

 ① 時津町 

 
【出典】ＲＥＳＡＳ「従業者と労働生産性から見る付加価値額（時津町・２０２１年）」 

 

 

＜出典データから項目ごとに抽出した上位５業種（時津町）＞ 

 

 
 

時津町は、工業団地を有している地区であるため、付加価値額・従業者数ともに「製造業」

が最も多く、「医療・福祉」を除く商工業分野では、「卸売業・小売業」「建設業」「生活関連サ

ービス業・娯楽業」が続いている。 

一人あたり労働生産性においては、上位から「不動産業・物品賃貸業」「宿泊業・飲食サー

ビス業」「建設業」の順となっており、地区内平均の３，９０２千円を大きく上回っているが、

「生活関連サービス業・娯楽業（１，７８５千円）」「サービス業（２，７５５千円）」の生産

性は低く、この２業種に含まれ、管内に多く存在する『理容業』『美容業』『自動車整備業』等

の生産性向上は大きな課題だと考えられる。 

 

 

 

 

労働⽣産性
（百万円） ⽐率 （⼈） ⽐率 （千円／⼈）

製造業 9,682 25.2% 製造業 2,219 22.6% 不動産業、物品賃貸業 5,634
卸売業、⼩売業 8,094 21.1% 医療、福祉 1,998 20.3% 宿泊業、飲⾷サービス業 5,062
医療、福祉 7,368 19.2% 卸売業、⼩売業 1,836 18.7% 建設業 4,989
建設業 3,542 9.2% ⽣活関連サービス業、娯楽業 1,384 14.1% 学術研究、専⾨・技術サー 4,753
⽣活関連サービス業、娯楽業 2,471 6.4% 建設業 710 7.2% 教育、学習⽀援業 4,421

付加価値額 従業者数

生活関連 

サービス業 



７ 
 

 

② 長与町 

 
【出典】ＲＥＳＡＳ「従業者と労働生産性から見る付加価値額（長与町・２０２１年）」 

 

＜出典データから項目ごとに抽出した上位５業種（長与町）＞ 

 

 
 

長与町は、ベッドタウンの要素が強い地区であるため、付加価値額・従業者数ともに「卸売

業・小売業」が最も多く、「医療・福祉」を除く商工業分野では、「生活関連サービス業・娯楽

業」「建設業」「製造業」が続いている。 

一人あたり労働生産性においては、上位から「生活関連サービス業・娯楽業」「卸売業・小

売業」「学術研究、専門・技術サービス業」「建設業」の４業種が地区内平均の４，３７２千円

を上回っているが、時津町とは対照的に生産性が低い「宿泊業・飲食サービス業（１，２０３

千円）」「製造業（１，９０５千円）」の生産性向上は大きな課題だと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

労働⽣産性
（百万円） ⽐率 （⼈） ⽐率 （千円／⼈）

卸売業、⼩売業 13,340 36.3% 卸売業、⼩売業 2,621 31.2% ⽣活関連サービス業、娯楽業 7,512
⽣活関連サービス業、娯楽業 9,841 26.8% 医療、福祉 2,000 23.8% 卸売業、⼩売業 5,090
医療、福祉 6,489 17.7% ⽣活関連サービス業、娯楽業 1,310 15.6% 学術研究、専⾨・技術サービス業 4,811
建設業 2,689 7.3% 製造業 677 8.1% 建設業 4,437
製造業 1,290 3.5% 建設業 606 7.2% サービス業（他に分類されないもの） 3,264

付加価値額 従業者数

製造業 宿泊 
飲食 
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ウ．地域経済循環 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】ＲＥＳＡＳ「昼間人口・夜間人口の地域別構成割合（２０２０年）」 

 

経済センサスの２０２１年データにおいて、長与町との比較で事業所数が２６１社（２４．

７％）多い時津町においては、近隣市町等からの昼間流入が若干多い結果となっている。 

一方、長与町においては長崎市を筆頭に近隣市町等への昼間流出が多く、流出超過が大きい

結果となっていることから、町内における昼間消費額も連動して流出（他地区で消費）してい

ることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時津町・昼夜間人口比率：１００．４６％ 

             （流入超過） 

＜主な要因（差引人数）＞ 

 昼間流入（１位）：長与町 ９９３人 

 昼間流出（１位）：長崎市 ６９７人 

長与町・昼夜間人口比率：７３．０６％ 

             （流出超過） 

＜主な要因（差引人数）＞ 

 昼間流出（１位）：長崎市 ７，３４９人 

 昼間流出（２位）：時津町   ９９３人 
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＜時津町＞ 

 
 

＜長与町＞ 
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＜長崎県＞ 

 
【出典】ＲＥＳＡＳ「地域経済循環分析（２０１８年）」 

 

 時津町 長与町 長崎県 

地域経済循環率 86.9％ 47.7％ 83.3％ 

 

 両町と長崎県の地域経済循環率を比較すると上表のとおりとなっており、時津町は県の循環

率を上回っているが、長与町は大きく下回る結果となっている。 
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 下表のとおり、さらに、細かく数値を分析してみると、『分配（所得）＜地域外への流出を

除く＞』における経済規模は、時津町（１，２１３億円）・長与町（１，３３７億円）と長与

町が１２４億円程度大きいにもかかわらず、長与町における地域外への流出（赤字部分）が７

００億円もあるため、『支出＜地域外への流出を除く＞』においては、時津町（１，０５３億

円）・長与町（６３８億円）と大きく逆転する結果となっている。 

 

 
 

 
 

 両町の人口を比較すると、時津町より約１万人多く、分配（所得）の潜在能力が高い長与町

における地域外流出（７００億円）をいかに地域内支出へシフトできるかが長与町における最

重要課題である。 
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エ．小規模事業者を中心とした決算状況の推移 

  西そのぎ商工会税務相談所集計データを基に、新型コロナウィルスの影響を除外し検証す

るため、Ｒ１年分と直近のＲ６年分を比較した結果は以下のとおりとなった。 

 

西そのぎ商工会管内の決算状況推移 

(単位・千円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】令和元年・令和６年 西そのぎ商工会税務相談所集計データ 

 

 全業種合計の売上高・平均（比較）は９８．６％とコロナ前の水準となるＲ１平均へ回復し

てきており、「製造業」「不動産業」「飲食・宿泊業」においては、両町ともにＲ１平均を上回

るほど好調な結果となっている。 

 ただし、全業種合計の事業者数（比較）が８５．１％、売上高・合計（比較）が８３．９％

と大きく減少しており、人口減少・高齢化等の影響も大きいと考えられるが、税務支援対象者

と連動して全体の市場規模が縮小してきている点は、注視していく必要がある。 

 このような状況下で、管内小規模事業者の持続的発展を支援していくためには、売上獲得に

とどまらず、「稼ぐ力」の強化による利益確保に繋がる支援が重要となる。 
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オ.本会管内の産業についての総括 

全業種の平均売上がコロナ前の水準に戻りつつあるが、市場規模は両町ともに縮小傾向にあ

るため、時津町においては『生活関連サービス業・娯楽業』『サービス業』、長与町においては

『宿泊業・飲食サービス業』『製造業』の生産性を高めながら、「稼ぐ力」を強化していくこと

が急務となっている。 

また、地域経済循環率が４７．７％と５０％をも下回っている長与町においては、地域内住

民の生活基盤を支える『小売業』において、マーケットニーズを捉えた経営戦略を展開し、売

上増加へ繋げていき、地域内の『分配（所得）』を地域内の『支出』へ循環させる仕組みを構

築することで、地域経済循環率を改善させていくことができるかが課題である。 

 

《課題の整理》 

 
時津町 長与町  西そのぎ商工会 

労働生産性 

＜低い＞ 

生活関連サービ

ス業・娯楽業 

宿泊業・ 

飲食サービス業 

 

外需獲得型産業の労働生

産性向上へ向けた支援

（稼ぐ力強化） サービス業 製造業  

地域外消費

流出 

＜多い＞ 

－ 小売業 

 

地域内消費の受け皿とな

る地域の個店の経営力向

上へ向けた支援 

 

ⅳ．管内行政機関の総合計画（商工・観光部分抜粋） 

  

ア．時津町第６次総合計画（計画期間：2021 年～2030 年） 

基本計画  

  基本目標Ⅱ 活力と夢のあるまちを創る 

   Ⅱ．商業の振興 

【基本方針】地域経済の活性化のため、西そのぎ商工会と連携し、消費喚起や商業の 

      活性化を図る取組を推進します。また、大型店と地場商店等の共存共栄 

を推進します。 

【主な施策】①経営基盤の強化、魅力化の促進 

②地元商店の活性化 

③地域に密着した商業環境づくり 

Ⅲ．工業の振興 

【基本方針】雇用の拡大を図るため、埋立事業と併せ優良な企業の誘致・集積を関係 

機関との連携のもとに促進していきます。また、時代変化に対応した新た 

な企業の誘致や起業の支援など、新産業の育成に努めます。 

さらに、まちづくりへの参加・協力を促進することにより、地域に根差し 

た工業の振興に努めます。 

【主な施策】①企業誘致の推進 

②まちづくりへの参加・協力の促進 

③中小企業への支援 

Ⅳ．地方創生の推進 

【基本方針】本町の特性・魅力をより発揮させていくために、時津街道をめぐる歴史的 
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遺構をはじめ、自然景観や文化遺産など、地域資源の活用基盤を整備する 

とともに、地域での各種イベントの展開や周辺自治体との連携事業を通し 

て、観光・交流の推進を図ります。  

また、本町の魅力を広く周知するためのＰＲ活動や、交流人口や関係人口 

の拡大を図るための事業に取り組みます。 

【主な施策】①観光資源の整備・活用 

②観光振興推進体制及び振興方策の強化・充実  

 

イ．長与町第１０次総合計画（計画期間 2021 年～2030 年） 

  基本目標３ 創造性と活力ある産業 

   １９ 商業の振興 

    【計画目標】既存店舗の経営安定化支援や創業・事業承継支援等により、更なる商業 

          振興に努めます 

   【主な施策】①経営安定化と販売力向上に向けた支援 

         ②創業支援事業の推進 

         ③地域特性に応じた商業環境の充実 

  ２０ 工業の振興 

【計画目標】持続可能な経営基盤づくりや新分野への進出・事業承継を後押しし、更 

なる工業振興に努めます。 

   【主な施策】①持続可能な経営基盤づくりへの支援 

         ②新分野への進出支援 

 基本目標４ 魅力あるまちと新しいひとの流れ 

  ２１ 観光・シティプロモーションの振興 

   【計画目標】大村湾等の地域資源を活かし、交流拡大とイメージアップ、地域活性化 

を図ります。 

   【主な施策】①地域資源を活かした多様な交流促進 

         ②情報発信・シティプロモーションの推進 

         ③大村湾を活かしたまちづくりの推進 

 

ウ．地域産業活性化計画（西そのぎ商工会地域） 

長崎県は、県内各地域において、特に注力する分野を設定し、地域の強みも活かしながら、

事業者が販路拡大や付加価値向上を図ることにより、域外需要を獲得し、持続的発展を遂げ

るための支援策を記載した「地域産業活性化計画」の策定を支援している。 

本会も、時津町及び長与町（西そのぎ商工会地域）の特性を生かした中小企業の生産性及

び付加価値向上のために、長崎県と目標を共有し、本会が中心となり、長崎県、時津町、長

与町、支援機関及び金融機関等と連携して中小企業を支援する「地域産業活性化計画」を策

定し、実施していく。 

 

注力する分野と目標は下表のとおりである。 

注力する分野 製造業、小売業、飲食業、自動車整備業、理・美容業 

成果目標 

○マーケットニーズを捉えた商品・サービスの展開強化 

○情報発信力強化による顧客へのリーチ度向上 

○地域経済循環率の改善 

目標値 
売上高、前年比３％以上増加 １０社 

（うち、１０％以上増加  ３社） 
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   ※「地域産業活性化計画」は中小企業を対象としており、本計画（経営発達支援計画） 

    とは支援対象等が一部異なる別の計画ではあるが、商工会の支援上、関連する部分が 

    大きいため記載している。 

 

 

 ②課題 

上記のような現状を踏まえ、本会が考える地域の課題は以下のとおりである。 

 

ⅰ．小規模事業者の持続的発展 

経営資源に限りがある小規模事業者が持続的発展を実現していくためには、市場のニーズを

きちんと把握したうえで、ターゲットを再設定し、明確化することが重要となる。 

さらに、少ない経営資源をフル活用し、生産性向上を実現するためには、デジタル化推進に

よる業務効率化も急務となる。 

時津町においては『生活関連サービス業・娯楽業』『サービス業』、長与町においては『宿泊

業・飲食サービス業』『製造業』の生産性が低い点を踏まえ、地域と業種に応じた支援策を講

じながら、ニーズ把握・ターゲット明確化に向けた現状分析と時代に即したデジタル化の推進

を強力に支援することで、管内小規模事業者の持続的発展へつなげていく。 

 

ⅱ．経済規模の維持 

全国的な傾向と同じく、時津町・長与町においても、人口減少・高齢化は今後も進んでいく

ことが予想されるが、平成２９年度から継続して開催している創業者向けセミナー「創業塾」

では例年１０名以上が参加するなど、県下では創業マインドが比較的高い地域でもあるため、

創業・事業承継支援をさらに強化することで、事業者数減少を抑制する。 

事業者数だけでなく、人口減少等で市場規模も縮小していくため、地域外需要の獲得も含め

た取り組みを支援することで、１事業者あたりの売上高を増加させ、地域全体の経済規模の維

持へつなげていく。 

 

上記ⅰ・ⅱの課題解決によって、管内小規模事業者の「稼ぐ力」を高め、利益増加を実現し、

地域経済を好循環へシフトさせるとともに、行政の様々な取り組みとの相乗効果を創出するこ

とで、地域全体の活性化を実現していく。 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①長期的な振興のあり方 

時津町及び長与町における地域特性と業種別課題等を踏まえ、管内小規模事業者の『稼ぐ

力の強化』と『地域経済循環の改善』を実現することによって、『地域経済規模の維持』へ

つなげていくことを本会の理念とし、むこう１０年間ほどの期間を見据えて、以下のような

長期的な指針を設定する。 

 

ⅰ．計画経営の推進 

経営資源が乏しい小規模事業者の持続的発展を実現するには、生産性向上を図りながら、

経営の羅針盤となる計画に基づいた経営が不可欠である。不確実性が高い現代においては、

計画通りに進むことが少ないため、計画策定にとどまらず、進捗管理・差異分析による軌道

修正に至るまでの一貫した支援を面的に継続して実施していくことで、『稼ぐ力の強化』を

実現する。 
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ⅱ．創業・事業承継支援の強化 

行政や各支援機関等との連携を強め、これまで以上に創業と事業承継に関する支援を強化

し、市場ニーズに合致した事業展開を創出することで、地域経済の新陳代謝を図りながら、

『地域経済循環の改善』を実現し、『地域経済規模の維持』へつなげていく。 

 

②行政の総合計画との連動性・整合性 

本会の考える地域の課題と小規模事業者に対する長期的な振興のあり方と、時津町、長与

町の各総合計画に共通している点は以下のとおりである。 

・消費喚起、新産業育成と新分野進出や創業・事業承継の支援による商工業の振興 

・商業の活性化と地域資源活用による交流人口の拡大による地域活性化 

それぞれの総合計画の中には「地域経済の活性化のため、西そのぎ商工会と連携し(時津

町)」「既存店舗の経営安定化支援や創業・事業承継支援等により、更なる商業振興に努め(長

与町)」との記載がある。いずれも本会と行政が連携する計画を持っており、本会の目指す

地域振興の方向性と一致している。 

 

③商工会としての役割 

商工会は、地区内の小規模事業者を対象に、経営相談支援（金融、税務、経理、販売管理、

労務、技術の改善等）や創業支援、新分野進出等の経営革新や事業承継の相談支援といった

経営改善普及事業を実施する支援機関としての役割と経済活動を通じた元気な地域づくり

と商工業振興のため、まちづくり、社会一般の福祉の増進に資する事業を実施する地域経済

総合団体としての役割を担っている。 

本計画において、本会が果たすべき主な役割は以下の２点である。 

 

ⅰ．小規模事業者の経営支援 

地域経済を支える小規模事業者は、急激な環境変化のもと、需要の低下、売上減少、経営

者の高齢化、事業承継など様々な問題に直面している。そのような中、各種支援施策をタイ

ムリーに活用し、事業の持続的発展を実現できるよう、経営計画等の策定・実施・フォロー

アップ等のきめ細やかな伴走支援を行う。 

 

ⅱ．社会経済環境変化に対応する事業実施 

小規模事業者を取り巻く社会経済環境は常に変化しているが、その変化をチャンスに変え

るべく、商工会は地域から必要とされる経済団体として、地域社会の課題やニーズの把握と

解決策の検討をつうじて、元気な地域づくりと商工業振興へつながる事業へ取り組む。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

管内小規模事業者の『稼ぐ力の強化』と『地域経済循環の改善』を実現することによって、

『地域経済規模の維持』へつなげていくことを本会の理念とし、今後５年間で、事業者の現状

分析と市場ニーズの把握強化を土台とした経営計画等の策定・実施・フォローアップをつうじ

て、経営者のリテラシー向上を図り、事業者の持続的発展、ひいては、地域活性化を実現して

いくために、以下の目標を設定する。 

 

ⅰ．経営者のリテラシー向上による計画経営の自走化 

個社別の状況に合わせながら実施するきめ細やかな伴走支援により、小規模事業者の 

「稼ぐ力」を高めるとともに、経営者へ気づきを与えながら、リテラシー向上を図り、 

事業者の自走化につなげていく。 

 

ⅱ．データに基づく経済動向や市場ニーズのフィードバックによる地域経済循環の改善 

時代とともに急速に変化する経済動向や市場ニーズを各種調査データから把握・分析 

し、業種別のターゲット設定へ活用できるようフィードバックすることで、地域内の需 

要を拡大させ、地域経済循環の改善、ひいては、地域経済規模の維持を図る。 

 

               （目標達成に向けた重要な手段） 

 

  ［ＫＰＩ］ 

   ・経営分析事業者数：５００者＜単年度目標：１００者＞ 

   ・事業計画書等策定事業者数：２５０者＜単年度目標：５０者＞ 

    （すべての計画等策定事業者へフォローアップも実施） 

   ・事業計画等策定セミナー開催：１５回 

     ＜単年度目標：３回（経営計画等１・創業塾１・事業承継計画等１）＞ 

 

               （支援対象である小規模事業者へ落とし込んだ定量目標） 

 

［ＫＧＩ］ 

ⅰ．売上増加事業者数：１５０者 

   ＜単年度目標：３０者（時津：１５者、長与：１５者）＞ 

ⅱ．営業利益率３％以上増加事業者数：５０者 

  ＜単年度目標：１０者（時津：５者、長与：５者）＞ 

ⅲ．創業・事業承継支援後の開業（事業承継による代表者変更を含む）事業者数：５０者 

   ＜単年度目標：１０者（時津：５者、長与：５者）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



１８ 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 ①経営計画等に基づいた小規模事業者の持続的発展 

達成方針１：現状把握・経営分析の強化 

個社別の現状把握・経営分析を強化し、経営に有益な状況を提供することで、経営者自身 

の気づきを引き出す。 

  達成方針２：タイムリーな支援制度の提供 

数多くの支援制度の中から、事業者のステージに応じてタイムリーに活用できる支援制 

度を選択・提案し、事業者の主体的な取り組みを伴走支援することで、自走化へつなげる。 

  達成方針３：生産性向上・競争力強化 

   各種セミナーや専門家との連携による実践的な支援等をつうじて、経営者のリテラシー

向上や小規模事業者のデジタル技術の活用割合を高め、生産性向上・競争力強化を推進す

る。 

  達成方針４：創業・事業承継直後の伴走支援 

   創業者や承継直後の事業者においては、不安定要素も多いため、支援頻度を高めることに

より、計画の進捗確認・軌道修正を図り、自走できる事業者を増やしていく。 

  達成方針５：多種多様な課題解決を可能とする支援体制の構築 

時津町、長与町、長崎県等の行政や金融機関、その他関係支援機関等との連携を強化し、 

多面的な支援効果を創出できる体制を構築する。 

（設定した理由） 

小規模事業者が持続的に発展していくためには、主体的に策定した経営計画等に基づき、 

事業者自身でＰＤＣＡサイクルをしっかりと回していく必要がある。 

そのためには、計画策定の大前提となり出発点として最も重要な「現状把握・経営分析」 

から手厚く支援し、事業者のステージに応じた「タイムリーな支援制度」や「デジタル技 

術」の活用、「専門家や関係支援機関等との連携」が不可欠であるため。 

 

 ②経済動向や市場ニーズのフィードバックによる地域経済循環の改善 

達成方針１：ターゲット設定へ向けたデータ活用 

事業者単独では入手・分析が難しい地域経済動向や市場ニーズ等の各種調査データをカ 

スタマイズしたうえでフィードバックし、個社・業種別のターゲット設定へ活用する。 

特に、地域外へ流出している業種や生産性向上が課題である業種に関しては、データ分析 

を強化し支援時に活用することで、地域内需要の拡大と地域経済循環の改善へつなげる。 

  達成方針２：デジタル技術活用による域外需要獲得の推進 

   市場ニーズを踏まえた新商品（サービス）開発に加え、ＳＮＳ活用による認知度向上や 

ＥＣサイトをつうじた販路開拓を支援することで、新規顧客獲得を強化し、域内への資金 

流入を増やす。 

（設定した理由） 

  地方の小規模事業者が限られた経営資源の中、需要を獲得し、稼ぐ力を強化していくため 

には、正確なデータに基づく精度が高いターゲット設定が重要であり、さらに、デジタル 

技術を活用することにより、ローコストで域外需要の獲得につなげることができるため。 
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Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

 

３.地域経済動向の調査に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 

全国商工会連合会が実施する「中小企業景況調査」に対して、地域内の１５者へ協力いただ

き、業種別の景気動向などの詳細な実態を把握している。 

また、管内小規模事業者の税務支援時等に把握した売上動向についても調査・分析を行い、

フィードバックしている。 

 

［課題］ 

現状、業種別景況や売上動向といった事業者側のデータ収集・分析には対応できているが、

地域内消費者目線からのデータ収集ができていない。 

地域経済循環を改善させ、地域全体の活性化へつなげていくためには、消費者目線のデータ

収集・分析を実施することで市場ニーズの把握を強化し、管内事業者へフィードバックする必

要がある。 

 

（２）目標 

支援内容 
公表 

方法 
現 行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

①売上動向調査の 

公表回数 

HP 

掲載 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

②消費者需要実態 

調査の公表回数 

HP 

掲載 
－ １回 － １回 － １回 

  

（３）事業内容 

①売上動向調査 

税務支援業務をつうじて把握する個別事業者の決算結果及び売上動向（利益動向）等を

業種別に抽出・整理し、過年度データとの比較による定点観測をおこなうことで、継続的

な売上動向を分析する。 

【調査手法】 

税務支援業務における売上・利益等各データの収集及び分析 

【調査対象】 

地域内の小規模事業者約３００者 

【調査項目】 

業種、売上、売上総利益（率）、営業利益（率）等 

 

②消費者需要実態調査 

地域内消費者が、日常的に「どこで」「どのような商品・サービス」を需要しているの

か、また、消費者目線の「地域内事業者に対する意見・要望」や「地域内に不足している

業種・店舗・サービスが何か」などを調査・分析・フィードバックすることで、市場ニー

ズを踏まえたターゲット設定や商品・サービスの改良を図り、地域経済循環の改善へつな

げていく。 

※調査結果に基づいて実施した対応策とその翌年に実施する改善策を検証する「２年ス 

 パンでのトライ＆エラー＋改善策の検討」を予定しているため、調査時期は２年に１ 

回を予定している。 
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【調査手法】 

案内：町広報誌・ＨＰ（時津町、長与町）、本会会報・ＨＰ等 

回答：Ｗｅｂフォームを活用し実施 

【調査対象】 

地域内消費者１，０００人（各町５００名程度）／回 

【調査項目】 

「属性（年代、性別、居住地、世帯人数など）」「商品・サービス別の需要地域」 

「地域内事業者への意見・要」「地域内に不足している業種・店舗・サービス等」など 

 

（４）調査結果の活用 

調査した結果は本会ホームページに掲載し、経営に役立つデータとして広く管内事業者等

に周知する。 

また、調査により得られたデータは、職員による事業者支援時にも、支援先の事業者や業

種に応じたデータ等へカスタマイズすることで、経済動向や市場動向を示す有益な資料とし

て活用する。 

 

 

４.需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 

伴走型小規模事業者支援推進事業等を活用し、地域外市場への需要開拓支援を実施した食料

品製造業等の事業者に対してのみ、個社別の需要動向調査をおこなってきた。 
 

［課題］ 

時津町・長与町のそれぞれの特性により違いがあるが、地域内市場をターゲットとする業種

で生産性が低い業種の付加価値を高めるために、個社別にフィードバックできる需要動向調査

が必要である。想定している支援対象業種は以下を予定している。 

＜時津町＞「生活関連サービス業・娯楽業」「サービス業」 

      管内に事業者数が多い業種としては『理容業』『美容業』『自動車整備業』 

＜長与町＞「宿泊業・飲食サービス業」 

      管内に事業者数が多い業種としては『飲食業』 

      長与町は経済循環率が特に低いため、データ上は生産性が平均よりも高いが 

      『小売業』も対象とする。 

 

（２）目標 

支援内容 現 行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

地域内需要拡大事業者

需要動向調査 

対象事業者数 

― １０者 １０者 １０者 １０者 １０者 

地域外需要開拓事業者

需要動向調査 

対象事業者数 

５者 ４者 ４者 ４者 ４者 ４者 

今回の計画では、地域内需要拡大事業者に対する支援をより強化するため、目標値を高く設

定し、優先的に取り組む。そのため、地域外需要開拓事業者対象の調査目標数を低く設定して

いる。 
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（３）事業内容 

①地域内需要拡大事業者需要動向調査 

両町の特性に応じて生産性向上の課題等を有する事業者の来店客に対してアンケートをお

こない、市場ニーズの収集・分析・フィードバックをつうじて、個社別の課題把握・認識へ

つなげ、事業者へ気づきを与えることで、課題解決策を一緒に検討しながら、事業者の主体

的な取り組みに対する伴走支援を実施していく。 

 

【調査対象】 

 以下の業種を営んでいる事業者１０者／年（各業種２者ずつを想定） 

＜時津町＞『理容業』『美容業』『自動車整備業』 

＜長与町＞『飲食業』『小売業』 

 

【調査手法】 

調査対象事業者に来店した顧客へアンケートの協力を依頼する。 

店舗や顧客の状況に応じて、Ｗｅｂフォームと紙ベースを併用し、サンプルを収集しやす

い手法にて実施する。 

 

【サンプル数】 

１者あたり来店客５０件 

 

【調査項目】 

「品質（味、サービス、商品）」「量（飲食業・小売業のみ）」「価格」「接客」 

「メニュー数（小売業以外）」「認知したきっかけ」「来店動機」「情報発信力」 

「満足度（リピート可能性）」「改善点」など 

 

【調査結果の活用】 

調査結果は、職員が分析後、対象事業者にレポートにて報告し、巡回や面談等により直接

説明を行うことで、市場ニーズを踏まえた店舗運営の改善へ活用する。 

 

②地域外需要開拓事業者需要動向調査 

本会の管轄地域である時津町・長与町においても、今後人口減少が進展することは明らか

であり、これまで同様、地域外市場をターゲットに設定できる食料品製造業等への支援を継

続・強化していくため、物産展、商談会等の需要開拓を目的とした場において、商談バイヤ

ーや来場者に対して需要動向等を調査する。 

収集した調査結果から市場ニーズや動向を把握し、個社別の商品改良・開発につなげられ

るよう分析したうえで、フィードバックを行う。 

 

【調査対象】 

食料品製造業等４者／年（各町２者ずつを想定） 

 

【調査手法】 

Ｗｅｂフォーム等（ただし、支援現場の状況によっては紙ベースでの調査も検討する） 

 

【サンプル数】 

１者あたり３０件（参考：現状は１者あたり２０件程度） 



２２ 
 

 

【調査項目】 

「品質（味、香りなど）」「容量」「パッケージ」「価格」「商品名」「安全性」 

「認知したきっかけ」「満足度（リピート可能性）」「改善点」など 

 

【調査結果の活用】 

調査結果は、職員が分析後、対象事業者にレポートにて報告し、巡回や面談等により直接

説明を行うことで、具体的な商品の改良・開発に繋げる。 

 

（４）商工会内部での活用 

収集した調査内容について、職員によって分析を行い、その調査結果をデータ化し、本会

サーバー上において職員間での情報共有を図る。 

また、調査結果をもとに小規模事業者の事業計画等策定、需要開拓、創業支援時等にも参

考データとして幅広く活用する。 

 

 

５．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

自社の経営内容について、明確に把握・理解していない小規模事業者が多いことを認識しな

がらも、税務支援時の決算状況の説明や金融支援時の簡易的な資金繰り状況の確認程度に留ま

り、一歩踏み込んだ経営分析まで実施できていなかった。 

 

［課題］ 

まずは、経営における財務データの有益性を経営者へ認識してもらうために、個社別に財

務分析結果を提供し、わかりやすく説明する。さらに、自社の強み・弱みや経営者目線から

の外部環境の状況等のヒアリングをとおして、経営者自身が自社の状況への理解度を高め、

課題に気づくことができるような支援が必要である。 

 

（２）目標 

事業の実施により以下の数値を目標とする。 

支援内容 現 行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

①経営分析事業者数 ５２者 １００者 １００者 １００者 １００者 １００者 

 

（３）事業内容 

①経営分析の実施・フィードバック 

【対 象 者】 

・税務・金融・労働等の日常的な経営相談対応から財務データを入手できる事業者 

・新展開、需要開拓、生産性向上等へ積極的で事業の拡大や改善を目指す事業者 

 

【分析項目】 

・定量分析：「財務分析」 

決算・記帳状況から、売上・利益・資金繰り等の状況や事業者ごとに重要な指標を 
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基に分析を行う。 

・定性分析：「ＳＷＯＴ分析」 

個社の強み・弱み（内部環境）と機会・脅威（外部環境）の視点から分析を行う。 

 

【分析手法】 

日常的な経営相談対応をつうじて、財務データを入手できる事業者で経営改善が必要な

事業者や新展開や生産性向上等へ積極的に取り組む事業者に対し、事業者の業種・規模・

レベルに応じたフォーマット（様式は原則自由とするが、ローカルベンチマークや本会独

自様式等を想定）を活用し、定量・定性分析を行い、その結果をフィードバックする。 

 

(４)分析結果の活用 

フィードバックした分析結果から経営者とともに課題を抽出し、事業者の売上拡大・利益率

改善を実現するための課題解決策を導き出す。そして、目標を整理した経営計画・事業計画等

の策定へつなげていく。 

分析結果については商工会内部で共有し、組織全体での面的な支援効果を高めるとともに、

中小企業診断士等の外部専門家との連携による経営支援時の基礎資料としても活用する。 

 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ［現状］ 

各種補助金の申請支援時や金融相談、税制優遇制度などの資金調達を目的として事業計画

等の策定に至るケースが多く、その目的を達成した後には、策定した計画の進捗確認や軌道

修正にまで対応することが少ない「形骸化した計画策定」となっている。 

 

 ［課題］ 

各種支援制度等を活用するために計画策定が手段化してしまっており、経営や新規事業等

の羅針盤となる計画を策定するケースがとても少ない状況に陥っている。 

急激な環境変化のもと、経営資源が乏しい小規模事業者が持続的発展を遂げていくために

は、根拠に基づいた経営状況の分析結果から導き出した課題等を解決し、ビジョン達成に向

けた経営計画や事業計画を策定し、軸のあるブレない経営体制を構築する必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、計画策定の意義や重要性を職員が説明するだけでは、実質的な行動や

意識変化を促せるわけではないため、経営計画等を策定することによる効果が社内はもちろん

のこと、対外的な関係者（取引先、金融機関、求職者など）にまで及ぶことや計画に基づいた

経営の成功例などを伝えられるよう「事業計画等策定セミナー」のカリキュラムを工夫する。 

ただし、セミナーでは回数や時期、受講者数も限定的となるため、日常的な支援時の職員か

らの説明でも経営者の納得感を生み出すことができるよう、職員自身の意識改革と資質向上に

も併行して取り組んでいくことで、経営分析を行った事業者の５０％程度の経営計画・事業計

画等の策定を目指す。 

また、創業・事業承継の支援先については、策定支援した計画に基づき、経営が安定軌道に

乗るよう継続して慎重に支援を進めていく。 
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（３）目標 

支援内容 現 行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

①事業計画等策定セミナー ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

②事業計画等策定事業者数 １２者 ５０者 ５０者 ５０者 ５０者 ５０者 

③創業・事業承継支援後の 

開業事業者数 
－ １０者 １０者 １０者 １０者 １０者 

 

（４）事業内容 

①事業計画等策定セミナーの開催 

経営計画・事業計画策定のメリット、未策定のデメリットを経営者が理解・納得できるよ

うわかりやすく説明できる専門家を招聘し、カリキュラムを工夫することで、ビジョン達成

までの道筋を立て、内外の連携強化を実現できる計画経営へ着手する小規模事業者を増やし

ていく。また、地域内事業者数の減少傾向への対策として、創業者や事業承継予定者向けの

セミナーも計画する。 

 

【支援対象】 

ⅰ）原則、経営分析を行った事業者 ⅱ）創業者（予定を含む） ⅲ）事業承継予定者 

【開催回数】３回／年（各テーマ年１回） 

ⅰ）事業計画等策定（想定参加者数：２０名） 

 ＜内容：現状分析→課題抽出→解決策検討→目標設定など＞ 

 ＜成果：事業計画等策定事業者１０者／年＞ 

ⅱ）創業塾（想定参加者数：２０名） 

 ＜内容：事前準備の重要性、必要な手続、知識習得（経営、財務・金融、労務・人材 

     育成、販路開拓）、先輩創業者の声（成功・失敗例）、計画策定など＞ 

 ＜成果：創業計画策定→創業後の開業者数８者／年＞ 

ⅲ）事業承継計画策定（想定参加者数：１０名） 

  ＜内容：事業承継の種類、承継資産の棚卸、後継者教育、承継スケジュールの立案、 

      法務・税務のポイントなど＞ 

 ＜成果：事業承継計画策定→事業承継後の開業者数２者／年＞ 

【募集方法】 

本会会報、本会ホームページ及び本会ＳＮＳにて広く周知を実施する。 

また、巡回・窓口相談時等にも直接事業者へ案内する。 

【講師】 

中小企業診断士、税理士等（長崎県中小企業診断士協会、よろず支援拠点等と連携） 

 

  ※生産性向上、競争力強化で重要性が増すデジタル活用に関するセミナーについては、 

   「８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」において実施する。 
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②事業計画等策定支援 

 【支援対象】 

・経営分析を行った事業者（目安：３０者） 

・事業計画等策定セミナーに参加した事業者（目安：２０者） 

【支援内容】 

・経営分析結果をフィードバックし、課題抽出に向けた伴走支援をおこない、 

課題解決策へつなげていくための計画策定支援をおこなう。 

・事業計画等策定セミナーや個別相談会等の開催により、計画経営の有効性を伝え、 

実践的な事業計画等（創業計画、事業承継計画を含む）の策定支援を行う。 

【支援方針】 

・事業計画等の策定にあたっては、前項までの以下３項目をふまえ、支援を行う。 

３.地域経済動向の調査に関すること 

４.需要動向調査に関すること 

５.経営状況の分析に関すること  

 

③開業に至るまでの創業・事業承継支援 

 【支援対象】 

・創業塾受講者 

・事業承継計画策定セミナー受講者 

・創業、事業承継に関する個別相談者 

【支援内容】 

開業への意識と確度が高いセミナー受講者等を中心に、受講後のフォローアップを継続 

し、策定した計画の進捗確認・軌道修正を重ね、実際に開業に至るまでのきめ細やかな 

伴走支援をおこなう。 

【成果】 

創業・事業承継後の開業事業者数：１０者 

※前述①②と連動しながら、 

「創業後の開業者数８者／年」「事業承継後の開業者数２者／年」を目安とする。 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 

事業計画等策定支援事業者数自体が少ないうえに、その後の踏み込んだ支援にも至ってい

ないケースが多く、フォローアップまで対応した支援実績が少ない。 

また、これまでフォローアップの方法をルール化していなかったため、職員個々の支援に委

ねる部分が多く、担当職員によって支援にバラつきがある。 

 

［課題］ 

事業計画等の策定を支援した事業者に対しては、計画にある課題解決に向けたアクションプ

ランの進捗や設定した目標値の達成度等を定期的に確認することをルール化し、まずは、接触

頻度を高め、実施したフォローアップ状況を組織内で共有することで支援の平準化を図る。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画等を策定したすべての事業者を対象にフォローアップを実施する。 
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計画の進捗状況等を把握し、計画との差異が大きく生じている事業者に対しては、支援の頻

度を高め、計画達成につなげていくが、急激な環境変化等の要因が発生している場合は、計画

修正も視野に支援していく。 

 

（３）目標 

支援内容 現 行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

フォローアップ事業者数 １者 ５０者 ５０者 ５０者 ５０者 ５０者 

頻度（延回数） ４回 １００回 １００回 １００回 １００回 １００回 

売上増加事業者数 － ３０者 ３０者 ３０者 ３０者 ３０者 

営業利益率３％以上増加

事業者数 
－ １０者 １０者 １０者 １０者 １０者 

※頻度内訳：５０者×２回（半期に一度）→１００回 

  （事業者の状況に合わせて、四半期に一度等、適宜、頻度を変更する） 

 

（４）事業内容 

事業計画策定後は、計画の進捗状況確認・改善支援等を実施するため、事業計画等の策定

を支援したすべての事業者に対し、職員等による聞き取り等を行い、定期的なフォローアッ

プを実施する。 

なお、フォローアップの頻度は年２回を基本とし、進捗状況及び経営状況によって、年４

回等調整のうえ対応する。 

＜計画策定後のフォローアップ・基本スケジュール＞ 

①３ヶ月後 ②６ヶ月後 ③１年後（③以降は６ヶ月に１回程度定点観測していく） 

また、計画との差異が大きく、計画実施に問題が発生していたり、軌道修正が必要な場合

は、中小企業診断士等の外部専門家を活用し、課題の再検討や計画の見直しなどを行う。 

 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］ 

食品製造業者等を対象に、県外・県内の物産展・商談会等への出展支援や長崎県商工会連合

会が主催する県内での商談会への出展支援を実施し、商品の認知度向上や新たな販路開拓に

つなげた。 

ただし、全業種において、ＳＮＳやＥＣ等を活用している事業者が未だに少ない。 

 

［課題］ 

支援対象となりうる事業者が、食品製造業などの一部の業種に限られていたため、地域特性

に応じて支援すべき業種も含め、支援対象を拡大する必要がある。 

経営資源が限定的な小規模事業者が、提供する商品・サービス及び自社の認知度向上を図

り、競争力を高め、需要開拓につなげていくためには、ローコストで情報発信の強化が可能な

ＳＮＳやＡＩ等のＩＴ活用、デジタル化・ＤＸ推進が、今後、不可欠となってくる。 
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（２）支援に関する考え方 

①地域内需要拡大 
両町の地域特性から、今後の地域活性化に向けて支援の重要度が高い以下の業種を営む小

規模事業者が地域内需要を拡大していくための支援を強化する。 

＜時津町＞『理容業』『美容業』『自動車整備業』 

＜長与町＞『飲食業』『小売業』 

まずは、来店客増加につながるよう認知度向上を図る支援をおこない、併行して、市場ニ

ーズに合致する提供商品・サービスの改良等を図ることで、利益率の改善も目指す。 

 

②地域外需要開拓 

全国的な傾向と同じく、本会地域でも人口減少・高齢化等により市場規模が縮小していく

ことが明らかであるため、これまで同様、地域外市場をターゲットに設定できる食料品製造

業等への支援を継続・強化していく。 

 

☆今回の計画では、『①地域内需要拡大』を重点的に取り組んでいく方針。 

 

（３）目標 

支援内容 現 行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

①デジタル化推進 
セミナー 

－ １回 １回 １回 １回 １回 

②ＳＮＳ・ＥＣ 
サイト等活用事業者 

－ １０者 １０者 １０者 １０者 １０者 

売上増加率／者 － ５% ５% ５% ５% ５% 

③商談会等 
出展事業者数 

５者 ３者 ３者 ３者 ３者 ３者 

成約件数／者 － ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

※（２）☆のとおり、地域内需要拡大への支援を強化するとはいえ、地域外需要開拓の支援も重要

であるため継続して取り組むが、地域内需要拡大へ重点的に取り組む方針のため、③の目標値は

現行より低い設定としている。 

 

（４）事業内容 
①デジタル化推進セミナーの開催（ＢｔｏＣ） 
【支援対象業種：理容業、美容業、自動車整備業、飲食業、小売業、食品製造業】 
事業者のデジタル化状況や体制等、及び、支援対象業種に合わせ、段階に応じたセミナーを

企画し、小規模事業者のデジタル等を活用した情報発信力の強化による需要開拓を図る。 
 
【参加者数】１５者程度 

【募集方法】本会会報、本会ホームページ及び本会ＳＮＳにて広く周知を実施する。 

また、巡回・窓口相談時等にも直接事業者へ案内する。 

【開催回数】１回／年 

【講師】ＩＴコーディネーター等（よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構等と連携） 
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＜テーマ（例）＞ 
「ターゲットへのリーチ率を高めるＳＮＳの効果的な使い方」 
「顧客がクリックしたくなる記事を書くためのＡＩ活用方法」 
「大手サイトを駆使したＥＣ展開強化策」 
※セミナーをきっかけに、より深掘りした支援が必要な場合は、ＩＴ関連の 
専門家等を派遣し、個社別のデジタル化推進を強力に支援する。 

 

②ＳＮＳ、ＥＣサイト等活用支援（ＢｔｏＣ） 
【支援対象業種：理容業、美容業、自動車整備業、飲食業、小売業、食品製造業】 
前述①「デジタル化推進セミナー」受講者を中心に、意欲が高く、体制が整っている事業者

（セミナー受講者のうち１０者程度を想定）に対し、専門家等と連携しながら、より実践的な

支援を継続し、実際の活用に至るまでの伴走支援をおこなう。 
活用にまで至った支援事例を積み重ね、活用度が低い事業者へ展開していくことで、デジ 

タル分野における組織的な支援力を向上しながら、支援対象の裾野を拡大していく。 

 

③商談会等出展支援（ＢｔｏＢ）【支援対象業種：食品製造業、飲食業等】 
新規取引先の獲得に効果が高い商談会等の情報収集や出展等の費用面、事前準備等への対応

は、小規模事業者単独では困難なケースが多いため、経営状況の分析や事業計画等の策定支援

を実施した事業者を中心に、商工会の組織力を活かしながら出展支援をおこなう。 
 

＜想定している商談会等＞ 
Ⅰ．「魅力発信！ながさき商談会」 

隣接する長崎市内にて長崎県商工会連合会が主催する県内では規模が大きい商談会。 
商工会主催であることから出展事業者は小規模事業者が多いが、首都圏の大手百貨店

等の有力なバイヤーを招聘しているうえに、出展事業者の特性を理解しているため、

無理のないロット・条件等で成約できる可能性が高い。 
また、県内での開催であるため、費用・時間面等の負担が少なく、商談会に初めて出

展する事業者にとっても挑戦しやすい商談会である。 
 

【開 催 地】長崎市 
【開催日数】２日（例年１０月頃開催） 
【出展者数】８６社（Ｒ６年度実績） 
【来場バイヤー】招聘バイヤー２６社・一般バイヤー６８社（Ｒ６年度実績） 

 
Ⅱ．「FOOD STYLE JAPAN＜九州＞」 

九州では最大規模の商談会であり、福岡県はもちろんのこと、首都圏や関西圏からの

バイヤーも多く来場する。 
福岡県開催のため、九州内での移動で済みながらも、新たに大きな取引先の獲得にも

つながる出展効果が高い商談会のひとつとなっている。 
 
【開 催 地】福岡市 
【開催日数】２日（例年１１月頃開催） 
【出展者数】１，２８８社（Ｒ６年度実績） 
【来場バイヤー】招聘バイヤー６４社・４００商談（Ｒ６年度実績） 
【来場者数】１６，５２５名 
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Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

(１)現状と課題 

［現状］ 

商工会正副会長をはじめ、行政担当者、外部有識者（中小企業診断士等）で組織する協議会

（年１回・３月頃）を開催し、定量化した評価指標を基に事業実績に対する評価・改善策の検

討などをおこなっており、その結果については、本会理事会にて報告し、内部で共有している。 

 

［課題］ 

事業成果や評価・見直しの結果が地域内の小規模事業者へ充分に浸透していないため、今後

は会報やホームページ等をつうじて事業評価等を公表するとともに、事業実施状況等を広く周

知する必要がある。 

また、年度途中の進捗状況の確認や複数年度経過時の急激な環境変化が発生した際の軌道修

正など、継続的かつ適切に事業内容の評価・見直しをおこなうことができる体制を構築してお

く必要がある。 

 

(２)事業内容 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証

を行う。 

 

①経営発達支援計画協議会の開催（年１回・３月頃） 

商工会正副会長をはじめ、行政担当者、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診断士）

で組織する経営発達支援計画協議会を開催し、事業の実施状況、目標達成度、成果等に対す

る評価、事業の見直し等の検討をおこなう。 

 

②本会理事会による事業成果・評価等の承認、事業への反映 

事業の成果・評価・見直しの結果については、本会理事会へ報告し、承認を受け、次年度

の事業実施方針に反映させる。 

 

③事業評価の結果を公表 

経営発達支援計画協議会による事業の成果・評価・見直しの結果を本会ホームページ

（https://r.goope.jp/nsg-shokokai/）で公表し、地域の小規模事業者へ広く周知する。 

 

④正副会長会における進捗確認、方針検討 

年度途中の進捗の遅れや複数年度経過時の急激な環境変化が発生したことにより軌道修正

等が必要となった場合は、本会の重要な意思決定機関であり、年４回程度開催している正副

会長会へ報告し、対応策を協議し、方針を検討することで、機動的に適切な事業実施が可能

となる体制を構築しておく。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

(１)現状と課題 

［現状］ 

長崎県ではＲ１年度に経営指導員と経営支援員という２つの職種が統合されているが、旧

職種における対応業務の名残が強く、経営支援業務の負荷が一部の職員に偏っている側面も

あり、幅広い支援業務へ対応できず、コロナ収束後の経営支援実績が減少している。 

また、経営支援カルテへ支援実績等の入力がなされていないケースも散見され、組織内に

おいて支援ノウハウが共有できないことがある。 

さらに、ＤＸの前提となるデジタル技術の活用ができている小規模事業者が少ない現状を

踏まえ、職員のデジタル支援における知識習得も急務となっている。 

 

［課題］ 

幅広い支援業務への対応力を向上させるため、県連合会等が開催する研修内容も細分化さ

れ、学ぶ機会が増えてはいるが、自らの資質向上につなげられるよう、まずは、受講する職

員ひとりひとりの意識改革が必要である。 

また、組織内で支援実績を共有し、経験が浅い職員もノウハウを吸収できるよう、経営支

援カルテへの入力や支援時作成資料等の保存を徹底しておくことも必要である。 

今後重要性を増すデジタル支援力向上に向けて、意識的にその分野の知識力を高める必要

がある。 

 

(２)事業内容 

①外部講習会等への積極的参加・活用 

支援能力の向上を目的とし、中小企業庁や中小企業基盤整備機構等が開催する講習会等の

中で、職員のスキル・経験に応じた講習会等を管理職が選定し、一般職員を含めた全職員を

対象に、計画的な受講により、組織的な資質向上を図る。デジタル支援力の向上は最重要課

題とし、デジタル関連の講習会等については、全職員に毎年受講させる。 

さらに、職員自身が不足していると感じるスキルを高めるために受講したい講習会等を選

定した場合は、上司判断のもと、積極的に受講できる環境をつくり、学びへの意識改革によ

る姿勢の変化・主体性も伸ばしていく。 

 

②長崎県商工会連合会との連携によるＯＪＴの推進 

上位者又は経験者を指定し、経験が浅い職員に対して商工会内でＯＪＴを実施し、事業者

とのコミュニケーションやヒアリング等をとおしながら、情報の整理・伝達方法など、経営

者に納得感を与えられる支援ノウハウを現場で伝えていく。 

併せて、長崎県商工会連合会や専門家とも連携し、より専門的な支援分野における伴走支

援能力の向上を図る。 

 

③職員ミーティングの改善（支援案件共有機会の増加） 

現在、事務局長及び管理職による業務連絡会議を毎月１回開催し、商工会全体の事業実施

状況や運営上の課題等を共有し、意見交換をおこなっている。 

さらに、その協議内容を職員全体へ落とし込むため、課ごとのミーティングも月１回開催

している。課ごとのミーティングにおいては、各担当者から担当業務の進捗等を報告し、職

員間で情報共有をおこなっているが、その際に、直近で対応している支援案件の状況を報告

する機会を設け、当番制で対応することで、支援業務に対する日常的な意識を高め、全職員

のアウトプット・インプット力、さらに客観的視点からのアドバイス力を高めていく。 
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この積み重ねにより、全職員の支援力向上を図り、その結果、事業者自身の「成功体験」

を増加させることで、小規模事業者自身のモチベーションアップと経営リテラシーの向上へ

つなげていく。 

 

④支援情報共有体制の整備 

各職員が実施した事業者への支援実績は、経営支援システムへ必ず入力することを徹底する

とともに、事業者ごとに作成したデータ等は全職員がアクセス可能な共有フォルダーへ保存し

ておくことで、事業者への支援状況等を相互共有できるようにしておき、担当外の職員でも支

援データを有効活用できる体制を構築し、全職員の資質向上へつなげていく。 

また、このような体制を構築しておくことで、年度をまたぐ長期的な支援においても人事異

動等の影響を最小化でき、組織的な継続支援体制を確立していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



３２ 
 

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

 

経営発達支援事業の実施体制 

 

（令和７年１１月現在） 

（１）実施体制 

 

西そのぎ商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する

経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

  ①法定経営指導員の氏名、連絡先 

   ■氏 名 林田 和幸 

   ■連絡先 西そのぎ商工会／ＴＥＬ ０９５－８８２－２２４０ 

 

  ②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

    経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、 

事業の評価・見直しをする際の必要な情報の提供などを行う。 

 

  ③広域経営指導員の当否 

申請書に記載の経営指導員 林田 和幸は、施行規則第７条第２項に規定する広域経営

指導員に該当しない。 

 

 

 

 

 

 

総務課 

課長  １名 

係長  １名 

主任  ３名 

主事  ３名 

（うち、一般職員２名） 
事

務

局

長 

 

長与町 
産業振興課 

 

 

時津町 
産業振興課 

経営支援課 

課長  １名 

（法定経営指導員） 

係長  ２名 

主任  ２名 

主事  ３名 

（うち、一般職員１名） 

長与支所 

 
支所長（兼任） １名 
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（３）商工会、関係市町村連絡先 

  ①商工会 

〒８５１－２１０５ 長崎県西彼杵郡時津町浦郷４２８-１４ 

 西そのぎ商工会 

電話番号 ０９５-８８２-２２４０  

E-mail：nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp 

 

  ②関係市町村 

ⅰ．時津町 

〒８５１－２１９８ 長崎県西彼杵郡時津町浦郷２７４－１ 

 時津町 産業振興課 

電話番号 ０９５－８８２－３８０１  

E-mail：sanshin.next@town.togitsu.nagasaki.jp 

 

ⅱ．長与町 

〒８５１－２１２８ 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷６５９－１ 

 長与町 産業振興課 

電話番号 ０９５－８８３－１１１１  

E-mail：sanshin@nagayo.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                    （単位 千円） 

 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

必要な資金の額 6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 

 

Ⅰ.経営発達支援事業 

(1)売上動向調査 

(2)消費者需要実態調査 

(3)地域内需要拡大事業者 

  需要動向調査 

(4)地域外需要拡大事業者 

  需要動向調査 

(5)経営分析の実施・ 

フィードバック 

(6)事業計画等策定セミナー 

(7)フォローアップの実施 

(8)デジタル化推進セミナー 

(9)商談会等出展支援 

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑

な実施に向けた支援力向上

のための取組 

(1)事業の評価及び見直し 

(2)職員の資質向上等 

 

(6,100) 

100 

500 

500 

 

200 

 

200 

 

2,000 

100 

500 

2,000 

 

 

(550) 

 

 

50 

500 

 

(6,100) 

100 

500 

500 

 

200 

 

200 

 

2,000 

100 

500 

2,000 

 

 

(550) 

 

 

50 

500 

 

(6,100) 

100 

500 

500 

 

200 

 

200 

 

2,000 

100 

500 

2,000 

 

 

(550) 

 

 

50 

500 

 

(6,100) 

100 

500 

500 

 

200 

 

200 

 

2,000 

100 

500 

2,000 

 

 

(550) 

 

 

50 

500 

 

(6,100) 

100 

500 

500 

 

200 

 

200 

 

2,000 

100 

500 

2,000 

 

 

(550) 

 

 

50 

500 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

県補助金、町補助金、県連補助金、全国連補助金、県連助成金、会費・手数料等、 

事業受託料 など 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 


